
会員の皆様へ 
犯罪収益移転防止法ガイドライン検討特別委員会 

 
 
犯罪収益移転防止法に係る本人確認等の援用に関する考え方等について（通知） 
 
 
 今般、標記の件について別紙のとおり総務省自治行政局行政課長より通知が

ありましたので、会員の皆様へお知らせいたします。 
 本件通知の内容は、内閣府規制改革会議におけるヒアリングの際に本会から

要望した内容が実現したものであることを申し添えます。 
 なお、本件通知の内容について、本会としてさしあたっての留意点を下記の

とおりまとめましたので、併せてお伝えいたします。 
  

記 
 
 １．本件通知は、各士業者である特定事業者（以下「士業特定事業者」とい

う。）に対して発せられたものであること。 
 ２．行政書士が顧客から依頼を受けて特定業務を行い、他の士業特定事業者

に当該特定業務を引き継ぐ際、当該他の士業特定事業者から委託を受け

て本人確認を行うことができるものであること。 
 ３．上記の場合において、本人確認記録等の写しを引き継ぎ先の士業特定事

業者に交付すること。 
 ４．行政書士が他の士業特定事業者から同一顧客の特定業務を引き継ぐ場合

においても、同様の取り扱いであること。 
 ５．上記２及び４の場合においても、行政書士の事務所に本人確認記録並び

に取引記録の原本又はその写しを保管し、常に検索可能な状態にしてお

くこと。 
 

以上 








